
別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

 

第２章 関税の確定、納付、徴収及び還付 

 

第２節 申告納税方式による関税の確定 

 

（減免税に係る事前照会に対する文書回答の手続等） 

７－19の４ 文書による回答を求められた場合における減免税の適用の可否

に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネ

ットによる照会で、照会者が後記７－19の５－２に規定する切替えを希望

する場合はこの限りでない。 

⑴～⑸ （省略） 

 ⑹ 変更及び撤回 

イ 法令（条約、法律、政令、省令及び告示をいう。以下この項におい

て同じ。）の改正以外の理由により、文書により行った回答（発出日

（再交付し、又は再送達したものにあっては、その最初の回答書の発

出日）から３年以内のものに限る。）を変更し、又は撤回する場合の手

続は、次による。 

(ｲ) （省略） 

(ﾛ) 統括審査官（減免税総括部門）から指示を受けた検討部門は、変

更又は撤回を次により行うものとする。 

ⅰ 法令の解釈の変更により、以前に文書により行った回答を変更

する場合には、照会者に対し、交付済又は送達済の回答書にかわ

る「事前教示回答書（変更通知書兼用）」（Ｃ－1000－23）（以下こ

の項において「変更通知書」という。）の「理由」欄に変更の理由

その他必要事項を記載の上、交付又は送達するものとする。 

（注） 照会書と変更通知書が同一案件であることを確保するため、 

照会書及び変更通知書には従前の登録番号と同じ登録番号を付

し、押印した上、これを原本として照会書の写しとともに交付

し、又は送達することによりその旨通知し、交付済又は送達済

の回答書を返付させるものとする。 

ただし、変更により照会者が不利となる場合において、契約書

その他これに類する書類により、当該照会者が既に当該回答書に

 

第２章 関税の確定、納付、徴収及び還付 

 

第２節 申告納税方式による関税の確定 

 

（減免税に係る事前照会に対する文書回答の手続等） 

７－19の４ 文書による回答を求められた場合における減免税の適用の可否

に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネ

ットによる照会で、照会者が後記７－19の５－２に規定する切替えを希望

する場合はこの限りでない。 

⑴～⑸ （同左） 

 ⑹ 変更及び撤回 

イ 法令（条約、法律、政令、省令及び告示をいう。以下この項におい

て同じ。）の改正以外の理由により、文書により行った回答（発出日

（再交付し、又は再送達したものにあっては、その最初の回答書の発

出日）から３年以内のものに限る。）を変更し、又は撤回する場合の手

続は、次による。 

(ｲ) （同左） 

(ﾛ) 統括審査官（減免税総括部門）から指示を受けた検討部門は、変

更又は撤回を次により行うものとする。 

ⅰ 法令の解釈の変更により、以前に文書により行った回答を変更

する場合には、照会者に対し、交付済又は送達済の回答書にかわ

る「事前教示回答書（変更通知書兼用）（Ｃ－1000－23）（以下こ

の項において「変更通知書」という。）の「理由」欄に変更の理由

その他必要事項を記載の上、交付又は送達するものとする。 

（注） 照会書と変更通知書が同一案件であることを確保するため、

照会書及び変更通知書には従前の登録番号と同じ登録番号を付

し、押印した上、これを原本として照会書の写しとともに交付

し、又は送達することによりその旨通知し、交付済又は送達済

の回答書を返付させるものとする。 

ただし、変更により照会者が不利となる場合において、契約書

その他これに類する書類により、当該照会者が既に当該回答書に
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 2  

改正後 改正前 

基づき取引を開始し、当該変更により当該照会者が損害をこうむ

ることとなることが証明され、当該回答書を受けたことを奇貨と

して当該取引を開始したものではないと認められ、かつ、その取

引に係る輸入が、本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるお

それがないと認められるときに限り、原則として、当該回答書

に、「変更前扱い」と朱書するとともに、当該変更年月日、当該取

引に係る契約番号、当該契約に基づく輸入予定数量（発生数量を

限度とする。）、輸入予定期間（当該変更を行った日から３ヶ月を

経過する日まで又は当初の事前教示回答書の有効期間の何れか早

い日までを限度とする。）及び輸入申告予定官署の名称等を朱書

し、押印した上、これを再交付し、又は再送達するものとする。

また、輸入予定期間経過後は当該回答書を返付させ、これにかわ

る変更通知書を交付し、又は送達するものとする。 

ⅱ （省略） 

なお、上記ⅰにより交付し、又は送達した変更通知書を変更し、

又は撤回する場合及び上記ⅱにより交付し、又は送達した新たな回

答書を変更し、又は撤回する場合の手続きは、上記ⅰ又はⅱによる

ものとする。 

ロ （省略） 

⑺及び⑻ （省略）  

 

第６章 通関 

 

第７節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（知的財産の侵害とはならない物品） 

69の２－６ 知的財産の侵害とならないものとして、例えば次のような物品

があるので留意する。 

⑴～⑶ （省略） 

⑷ 保護対象商品等表示等については、不正競争防止法第19条第１項第１

号から第５号まで又は第９号に掲げる行為を組成する物品 

 

基づき取引を開始し、当該変更により当該照会者が損害をこうむ

ることとなることが証明され、当該回答書を受けたことを奇貨と

して当該取引を開始したものではないと認められ、かつ、その取

引に係る輸入が、本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるお

それがないと認められるときに限り、原則として、当該回答書

に、「変更前扱い」と朱書するとともに、当該変更年月日、当該取

引に係る契約番号、当該契約に基づく輸入予定数量（発生数量を

限度とする。）、輸入予定期間（当該変更を行った日から３ヶ月を

経過する日まで又は当初の事前教示回答書の有効期間の何れか早

い日までを限度とする。）及び輸入申告予定官署の名称等を朱書

し、押印した上、これを再交付し、又は再送達するものとする。

また、輸入予定期間経過後は当該回答書を返付させ、これにかわ

る変更通知書を交付し、又は送達するものとする。 

ⅱ （同左） 

なお、上記ⅰにより交付し、又は送達した変更通知書を変更し、

又は撤回する場合及び上記ⅱにより交付し、又は送達した新たな回

答書を変更し、又は撤回する場合の手続きは、上記ⅰ又はⅱによる

ものとする。 

ロ （同左） 

⑺及び⑻ （同左）  

 

第６章 通関 

 

第７節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（知的財産の侵害とはならない物品） 

69の２－６ 知的財産の侵害とならないものとして、例えば次のような物品

があるので留意する。 

⑴～⑶ （同左） 

⑷ 保護対象商品等表示等については、不正競争防止法第19条第１項第１

号から第５号まで又は第８号（（適用除外等））に掲げる行為を組成する

物品 
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改正後 改正前 

⑸ 保護対象営業秘密については、不正競争防止法第19条第１項第７号に

掲げる行為を組成する物品 

（注）不正競争防止法第２条第１項第10号に規定する不正使用行為によ

り生じた物に該当する貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行

為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき

重大な過失がない者でない者（以下「善意・無重過失でない者」と

いう。）によって輸出されるもののみが、侵害物品となるので留意す

る。なお、税関において、輸出者等が善意・無重過失でない者か否

かを判断しがたい場合は、経済産業大臣意見照会（保護対象営業秘

密関係）を行うこととする。 

 

（輸出（積戻し）差止申立書の添付資料） 

69の４－３ 「輸出（積戻し）差止申立書」に添付を求める資料は、以下の

とおりとする。 

⑴ （省略） 

⑵ 侵害の事実を疎明するための資料 

輸出差止申立てに係る侵害すると認める物品が侵害物品に該当する事

実を疎明する資料であり、認定手続及び輸出差止申立てにおける専門委

員意見照会等において輸出者等の利害関係者に開示できるもの 

（注１） 「侵害の事実」とは、国内外において現に侵害すると認める物

品が存在している必要性は必ずしもなく、過去に権利侵害があっ

たこと等により侵害すると認める物品の輸出が見込まれる場合を

含むことに留意する。 

（注２） 「利害関係者」とは、輸出差止申立てについて利害関係を有す

ると認められる者をいい、例えば、次の者をいう。以下この節に

おいて同じ。 

① 差止対象物品の輸出者（輸出する予定があると認められる潜

在的輸出者を含む。） 

② 差止対象物品の国内における輸出者以外の取扱事業者 

③ 海外における差止対象物品（当該物品の部分品が侵害と認め

られる場合における当該部分品を含む。）の荷受人 

  イ～ニ （省略） 

⑸ 保護対象営業秘密については、不正競争防止法第19条第１項第７号

（（適用除外等））に掲げる行為を組成する物品 

（注）不正競争防止法第２条第１項第10号に規定する不正使用行為によ

り生じた物に該当する貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行

為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき

重大な過失がない者でない者（以下「善意・無重過失でない者」と

いう。）によって輸出されるもののみが、侵害物品となるので留意す

る。なお、税関において、輸出者が善意・無重過失でない者か否か

を判断しがたい場合は、経済産業大臣意見照会（保護対象営業秘密

関係）を行うこととする。 

 

（輸出（積戻し）差止申立書の添付資料） 

69の４－３ 「輸出（積戻し）差止申立書」に添付を求める資料は、以下の

とおりとする。 

⑴ （同左） 

⑵ 侵害の事実を疎明するための資料 

輸出差止申立てに係る侵害すると認める物品が侵害物品に該当する事

実を疎明する資料であり、認定手続及び輸出差止申立てにおける専門委

員意見照会等において輸出者等の利害関係者に開示できるもの 

（注１） 「侵害の事実」とは、国内外において現に侵害すると認める物

品が存在している必要性は必ずしもなく、過去に権利侵害があっ

たこと等により侵害すると認める物品の輸出が見込まれる場合を

含むことに留意する。 

（注２） 「利害関係者」とは、輸出差止申立てについて利害関係を有す

ると認められる者をいい、例えば、次の者をいう。以下この節に

おいて同じ。 

① 差止対象物品の輸出者（輸出する予定があると認められる潜

在的輸出者を含む。） 

② 差止対象物品の国内における輸出者以外の取扱事業者 

③ 海外における差止対象物品（当該物品の部分品が侵害と認め

られる場合における当該部分品を含む。）の荷受人 

  イ～ニ （同左） 
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  ホ 育成者権 

侵害すると認める物品が育成者権を侵害する理由を明らかにする資

料であって、例えば次の①から④までに掲げる資料（当該物品が権利

侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等

が作成した鑑定書が提出された場合は、この限りでない。） 

①～③ （省略） 

④ 種苗法第35条の３第２項の規定により、農林水産大臣の判定結果

の通知を受領している場合には、その結果を証する書類 

なお、提出された上記①及び②のＤＮＡ鑑定書については、農林水

産省輸出・国際局知的財産課に確認を求めることとし、鑑定方法その

他の事情により当該物品に係るＤＮＡ鑑定書として適当であることの

確認ができない場合には、当該輸出差止申立ては受理しないこととす

る。この場合には、当該申立てを行った者に同課の回答内容を開示す

ることとする。 

 

ヘ （省略） 

 ⑶～⑸ （省略） 

 

（農林水産大臣意見照会手続等） 

69の８－１ 農林水産大臣意見照会の手続等は次による。 

⑴ 法第69条の８第１項に規定する「必要があると認めるとき」とは、農

林水産大臣意見照会にあっては、次の場合とする。 

イ 育成者権者と輸出者等の主張が対立した場合 

ロ （省略） 

ハ 前記69の４－３⑵ホ④により提出された農林水産大臣の判定の結果

では侵害物品か否か認定しがたい場合 

ニ （省略） 

⑵～⑸ （省略） 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（知的財産の侵害とはならない物品） 

  ホ 育成者権 

侵害すると認める物品が育成者権を侵害する理由を明らかにする資

料であって、例えば次の①から④までに掲げる資料（当該物品が権利

侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等

が作成した鑑定書が提出された場合は、この限りでない。） 

①～③ （同左） 

④ 種苗法第35条の３第２項の規定により、農林水産大臣の判定結果

の通知を受領している場合には、その結果を証する書類（令和４年

４月１日以降） 

なお、提出された上記①及び②のＤＮＡ鑑定書については、農林水

産省輸出・国際局知的財産課に確認を求めることとし、鑑定方法その

他の事情により当該物品に係るＤＮＡ鑑定書として適当であることの

確認ができない場合には、当該輸出差止申立ては受理しないこととす

る。この場合には、当該申立てを行った者に同課の回答内容を開示す

ることとする。 

  ヘ （同左） 

 ⑶～⑸ （同左） 

 

（農林水産大臣意見照会手続等） 

69の８－１ 農林水産大臣意見照会の手続等は次による。 

⑴ 法第69条の８第１項に規定する「必要があると認めるとき」とは、農

林水産大臣意見照会にあっては、次の場合とする。 

イ 育成者権者と輸出者の主張が対立した場合 

ロ （同左） 

ハ 前記69の４－３⑵ホ④により提出された農林水産大臣の判定の結果

では侵害物品か否か認定しがたい場合（令和４年４月１日以降） 

ニ （同左） 

⑵～⑸ （同左） 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（知的財産の侵害とはならない物品） 
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69の11－６ 知的財産の侵害とならないものとして、例えば次のような物品

があるので留意する。 

⑴～⑸ （省略） 

⑹ 保護対象商品等表示等については、不正競争防止法第19条第１項第１

号から第５号まで又は第９号に掲げる行為を組成する物品 

 

⑺ 保護対象営業秘密については、不正競争防止法第19条第１項第７号に

掲げる行為を組成する物品 

（注） 善意・無重過失でない者によって輸入されるもののみが、侵害物

品となるので留意する。なお、税関において、輸入者等が善意・無

重過失でない者か否かを判断しがたい場合は、経済産業大臣意見照

会（保護対象営業秘密関係）を行うこととする。 

⑻ 後記69の11－７において、商標権等の侵害とならない並行輸入品とし

て取り扱うこととされているもの 

 

 

（輸入差止申立書の添付資料） 

69の13－３ 「輸入差止申立書」に添付を求める資料は、以下のとおりとす

る。 

 ⑴ （省略） 

 ⑵ 侵害の事実を疎明するための資料 

輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品が侵害物品に該当する事

実を疎明する資料であり、認定手続及び輸入差止申立てにおける専門委

員意見照会等において輸入者等の利害関係者に開示できるもの 

（注１）「侵害の事実」とは、国内外において現に侵害すると認める物品

が存在している必要性は必ずしもなく、過去に権利侵害があった

こと等により侵害すると認める物品の輸入が見込まれる場合を含

むことに留意する。 

（注２）「利害関係者」とは、輸入差止申立てについて利害関係を有する

と認められる者をいい、例えば、次の者をいう。以下この節にお

いて同じ。 

① 差止対象物品の輸入者（輸入する予定があると認められる潜

69の11－６ 知的財産の侵害とならないものとして、例えば次のような物品

があるので留意する。 

⑴～⑸ （同左） 

⑹ 保護対象商品等表示等については、不正競争防止法第19条第１項第１

号から第５号まで又は第８号（（適用除外等））に掲げる行為を組成する

物品 

⑺ 保護対象営業秘密については、不正競争防止法第19条第１項第７号

（（適用除外等））に掲げる行為を組成する物品 

（注） 善意・無重過失でない者によって輸入されるもののみが、侵害物

品となるので留意する。なお、税関において、輸入者が善意・無重

過失でない者か否かを判断しがたい場合は、経済産業大臣意見照会

（保護対象営業秘密関係）を行うこととする。 

⑻ 後記69の11－７（商標権等に係る並行輸入品の取扱い）において、商

標権等の侵害とならない並行輸入品として取り扱うこととされているも

の 

 

（輸入差止申立書の添付資料） 

69の13－３ 「輸入差止申立書」に添付を求める資料は、以下のとおりとす

る。 

 ⑴ （同左） 

 ⑵ 侵害の事実を疎明するための資料 

輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品が侵害物品に該当する事

実を疎明する資料であり、認定手続及び輸入差止申立てにおける専門委

員意見照会等において輸入者等の利害関係者に開示できるもの 

（注１）「侵害の事実」とは、国内外において現に侵害すると認める物品

が存在している必要性は必ずしもなく、過去に権利侵害があった

こと等により侵害すると認める物品の輸入が見込まれる場合を含

むことに留意する。 

（注２）「利害関係者」とは、輸入差止申立てについて利害関係を有する

と認められる者をいい、例えば、次の者をいう。以下この節にお

いて同じ。 

① 差止対象物品の輸入者（輸入する予定があると認められる潜
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 6  

改正後 改正前 

在的輸入者を含む。） 

② 差止対象物品の国内における輸入者以外の取扱事業者 

③ 海外における差止対象物品（当該物品の部分品が侵害と認め

られる場合における当該部分品を含む。）の製造者及び輸出者 

  イ～ホ （省略） 

  へ 育成者権 

侵害すると認める物品が育成者権を侵害する理由を明らかにする資

料であって、例えば次の①から③までに掲げる資料（当該物品が権利

侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等

が作成した鑑定書が提出された場合は、この限りでない。） 

①及び② （省略） 

③ 種苗法第35条の３第２項の規定により、農林水産大臣の判定結果

の通知を受領している場合には、その結果を証する書類 

なお、提出された上記①及び②のＤＮＡ鑑定書については、農林水

産省輸出・国際局知的財産課に確認を求めることとし、鑑定方法その

他の事情により当該物品に係るＤＮＡ鑑定書として適当であることの

確認ができない場合には、当該輸入差止申立ては受理しないこととす

る。この場合には、当該申立てを行った者に同課の回答内容を開示す

ることとする。 

 

  ト （省略） 

 ⑶～⑸ （省略） 

 

（農林水産大臣意見照会手続等） 

69の18－１ 農林水産大臣意見照会の手続等は次による。 

⑴ 法第69条の18第１項に規定する「必要があると認めるとき」とは、農

林水産大臣意見照会にあっては、次の場合とする。 

イ 育成者権者と輸入者等の主張が対立した場合 

ロ （省略） 

ハ 前記69の13－３⑵ヘ③により提出された農林水産大臣の判定の結果

では侵害物品か否か認定しがたい場合 

ニ （省略） 

在的輸入者を含む。） 

② 差止対象物品の国内における輸入者以外の取扱事業者 

③ 海外における差止対象物品（当該物品の部分品が侵害と認め

られる場合における当該部分品を含む。）の製造者及び輸出者 

  イ～ホ （同左） 

  へ 育成者権 

侵害すると認める物品が育成者権を侵害する理由を明らかにする資

料であって、例えば次の①から③までに掲げる資料（当該物品が権利

侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等

が作成した鑑定書が提出された場合は、この限りでない。） 

①及び② （同左） 

③ 種苗法第35条の３第２項の規定により、農林水産大臣の判定結果

の通知を受領している場合には、その結果を証する書類（令和４年

４月１日以降） 

なお、提出された上記①及び②のＤＮＡ鑑定書については、農林水

産省輸出・国際局知的財産課に確認を求めることとし、鑑定方法その

他の事情により当該物品に係るＤＮＡ鑑定書として適当であることの

確認ができない場合には、当該輸入差止申立ては受理しないこととす

る。この場合には、当該申立てを行った者に同課の回答内容を開示す

ることとする。 

  ト （同左） 

 ⑶～⑸ （同左） 

 

（農林水産大臣意見照会手続等） 

69の18－１ 農林水産大臣意見照会の手続等は次による。 

⑴ 法第69条の18第１項に規定する「必要があると認めるとき」とは、農

林水産大臣意見照会にあっては、次の場合とする。 

イ 育成者権者と輸入者の主張が対立した場合 

ロ （同左） 

ハ 前記69の13－３⑵ヘ③により提出された農林水産大臣の判定の結果

では侵害物品か否か認定しがたい場合（令和４年４月１日以降） 

ニ （同左） 
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改正後 改正前 

⑵～⑸ （省略） 

 

⑵～⑸ （同左） 

 

 


